
  

 

 

報道各社 各位 

令和 2 年 9 月 16 日 

中小企業等支援対策室 

農 林 水 産 課 

 

 

新型コロナウイルス感染症関連緊急経済対策の申請期限に

ついて 
 

 

事業者の方々への支援として実施してきました「中小企業等経営支援金」（本年 5 月 19

日より申請受付開始）と「農漁業者経営継続支援金」（本年 7 月 6 日より申請受付開始）

の申請を今年 10 月 30 日（金）まで可能としますのでお知らせします。 

 

記 

 

①名取市新型コロナウイルス感染症に係る中小企業等経営支援金 

趣旨   新型コロナウイルス感染症の影響により売上額が減少した事業者の事業継続を

支援するため中小企業等に対し経営支援金を支給するもの。 

支給金額 1事業者あたり 10万円 

支給要件 ①名取市に事業所を有すること 

②大企業を除く、中小企業、個人事業者、各種法人等 

③新型コロナウイルス感染症の影響により、令和 2年 2月～6月の各月の売上 

額と前年同月を比較し１か月でも減少していること。ただし、令和元年７月以 

降に創業した者は、令和 2年 2月～6月の各月の売上額と創業後の任意のひ 

と月の売上額を比較して 1か月でも減少していること 

※国の持続化給付金との併給も可能です。 

申請期限 令和 2 年 10 月 30 日(金) 

 

 

②名取市新型コロナウイルス感染症に係る農漁業者経営継続支援金 

趣旨 新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入額が減少した、市内農漁業者の事 

業継続を支援するため、支給するもの。 

支給金額 交付対象者 1 人当たり 10 万円 

支給要件 市内で農業（※）または漁業を営む個人の方で、事業収入が 20％以上減少した

方。 

※花卉や野菜等（タケノコ等の林産物やキノコ等の菌物も含む）の生産や加工、 

畜産をいいます。ただし、稲作が主たる収入の方は対象になりません。 

申請期限 令和 2 年 10 月 30 日(金) 

【問い合わせ】 

①について：中小企業等支援対策室 電話０２２－３８３－６２３７ 

②について：農林水産課 電話０２２－７２４－７１５３ 

 


